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「経済財政運営と改革の基本方針 2018～少子高齢化の克服による持続的な成長経路の

実現～」平成30年６月15日閣議決定（抄）【医師の働き方改革に関する部分抜粋】 

 

第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組 

３．働き方改革の推進 

（１）長時間労働の是正 

長時間労働の慣行を断ち切り、ワーク・ライフ・バランスを確保することで、女性や

高齢者が仕事に就きやすくなり、男性も子育てや家事が行いやすくなる環境を整える。 

このため、史上初めての労使トップの合意の下、36協定でも超えてはならない罰則付

きの時間外労働の上限規制を設ける。 

時間外労働の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とし、違反には以下

の特例の場合を除いて罰則を課す。特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、

労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間

を年720時間とする。かつ、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合

について、最低限、上回ることができない上限を設ける。 

他方、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに

鑑み、更に可能な限り労働時間の延長を短くするため、指針を定め、労使に対し、必要

な助言・指導を行う。 

また、事業者に、労働時間の状況の的確な把握や長時間労働者に対する医師の面接指

導などの措置を行わせることにより、労働者の健康確保を図るとともに、違法な長時間

労働に対しては指導を徹底する。あわせて、勤務間インターバル制度の導入が進むよう、

好事例の普及や労務管理に係るコンサルティングの実施等による環境整備に努める。 

加えて、時間外労働の上限規制の適用が猶予される業務について、その業務特有の事

情を踏まえたきめ細かな取組を省庁横断的に実施して労働時間の短縮を図り、上限規制

の適用に向けた環境整備を進める。この際、 

①・②（略） 

③ 医師については、医療機関に対する勤務環境改善支援策の充実などの総合的な対策

について検討を進め、順次実施する。 

④ （略） 

 

 

第３章 「経済・財政一体改革」の推進 

４．主要分野ごとの計画の基本方針と重要課題 

（１）社会保障 

（医療・介護提供体制の効率化とこれに向けた都道府県の取組の支援） 

（略） 

2020年度、2021年度については、2019年度の医学部定員を超えない範囲で、その必

要性を慎重に精査しつつ、暫定的に現状の医学部定員を概ね維持する。2022年度以降

については、定期的に医師需給推計を行った上で、働き方改革や医師偏在の状況等に

配慮しつつ、将来的な医学部定員の減員に向け、医師養成数の方針について検討する。

また、医師の働き方改革について、地域医療の提供への影響等を検証しながら、検討

を進める。 
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